
損害賠償申告書　 事故状況報告書
交通事故証明書（物件事故扱いの場合は、
別途「人身事故証明書入手不能理由書」が必要です。）

※「損害賠償申告書」及び「事故状況報告書」（当組合指定の様式）は
当組合ホームページからダウンロードできます。

負傷原因を正確に伝えましょう
領収書を受け取り、大切に保管しましょう
施術が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう
「療養費支給申請書」は記載内容をよく確認してから
署名しましょう

打撲　 捻挫
挫傷（肉離れなど）
骨折、脱臼などの応急手当※

　※応急手当以外の施術は、
　 医師の同意が必要です。

日常生活による疲労や肩こり
スポーツなどによる筋肉疲労
症状の改善の見られない長期の施術
神経痛・リウマチ・五十肩などから
  くる痛み、こり　　　 　     など

外傷性の診療報酬明細書（レセプト）が医療機関から提出された場合、
第三者行為によるものか確認することがあります。

当組合では医療費適正化対策として、整骨院等で組合員証を使用して受け
た施術内容の調査を行う場合があります。
照会がご自宅に届いたときは、回答のご協力をお願いします。

保健課　☎028-615-7816上記記事に関するお問い合わせは

書類の提出が必要です!!

整骨院等の正しいかかり方

使用できる場合

整骨院・接骨院
にかかる際の
注意点

当組合（委託先：オークス）から施術内容を照会することがあります。

使用できない場合

交通事故などにあったときは…

交通事故等（第三者行為）が原因でけがや病気になった場合、組合員証等を使用できますが、
次の書類を共済事務担当課へ必ず提出してください。
第三者行為が原因のときは、当組合は加害者（加害者が加入する保険会社を含む。）に医療

費等を請求することとなります。
なお、通勤中及び勤務中の事故等は、公務災害になりますので組合員証等は使用せず、公
務災害の申請をしてください。

整骨院・接骨院の施術は、組合員証等が使用できる場合が限られています。
組合員証等を使用できない施術は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
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